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知 

浩

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
国
の
「
庁
」
に
近
接
し
て
設
け
ら
れ
た
ク
ラ
の
存
在
を
手
が
か

り
に
、「
国
庁
」
の
機
能
と
構
造
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
着
想
の
源
と
な
っ
た
の
は
、
肥
前
国
庁
と
法
隆
寺
現
食
堂
の
あ
り
方
で

あ
る
。

　

肥
前
国
庁
の
発
掘
調
査
成
）
1
（
果
に
よ
れ
ば
、
遺
構
の
変
遷
は
大
き
く
三
期
に

分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
中
心
と
な
る
建
物
の
前
面
東

西
に
あ
る
建
物
、
い
わ
ゆ
る
〈
脇
殿
〉
な
の
で
、
以
下
、
そ
れ
に
限
っ
て
整

理
す
る
。
Ⅰ
期
（
八
世
紀
後
半
）
は
、〈
東
脇
殿
〉
に
相
当
す
る
位
置
に
三

間
×
二
間
の
総
柱
建
物
、〈
西
脇
殿
〉
に
相
当
す
る
位
置
に
二
間
×
二
間
と

三
間
×
二
間
の
二
棟
の
総
柱
建
物
が
存
在
す
る
。
Ⅱ
期
（
九
世
紀
前
半
〜
一

〇
世
紀
後
半
）
は
Ⅱ

－

Ａ
〜
Ⅱ

－

Ｃ
の
三
小
期
に
分
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ

の
時
期
も
〈
東
脇
殿
〉
第
二
堂
は
三
間
×
二
間
と
三
間
×
二
間
の
総
柱
建
物

を
南
北
に
つ
な
い
だ
も
の
で
あ
る
。
Ⅲ
期
（
一
〇
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀

末
）
は
、〈
西
脇
殿
〉
の
み
と
な
り
、〈
東
脇
殿
〉
は
な
く
な
る
。

　

こ
の
う
ち
、
特
に
Ⅱ
期
は
、
こ
れ
ま
で
〈
国
庁
〉
の
典
型
例
の
一
つ
と
さ

れ
、〈
正
殿
〉
と
〈
脇
殿
〉
が
左
右
対
称
の
南
に
開
い
た
「
コ
」
字
形
の
配

置
を
と
る
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
平
面
配
置
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

個
々
の
建
物
の
構
造
ま
で
考
え
る
と
左
右
対
称
に
は
な
ら
な
い
。〈
東
脇

殿
〉
第
二
堂
は
、
そ
れ
だ
け
を
単
独
で
見
た
な
ら
ば
、
双
倉
と
判
断
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
建
物
で
あ
る
。
ま
た
、
Ⅰ
期
も
左
右
非
対
称
で
、
総
柱
建
物
を
伴

う
。
発
掘
調
査
報
告
書
で
は
総
柱
建
物
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
は
な
い
が
、

〈
国
庁
〉
が
左
右
対
称
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、
総
柱
建
物
が
あ
る
こ

と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
他
の
諸
国
の
事
例
を
み
る
と
、〈
国
庁
〉
に
お
け
る

総
柱
建
物
の
存
在
は
伯
耆
、
近
江
、
常
陸
な
ど
で
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

総
柱
建
物
は
楼
閣
と
判
断
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
肥
前
国
庁
の
場
合

は
双
倉
と
同
様
の
柱
配
置
を
と
る
の
で
あ
っ
て
楼
閣
に
は
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
法
隆
寺
の
現
食
堂
を
み
て
み
た
い
。
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）

「
法
隆
寺
資
財
帳
」
と
照
合
す
る
と
、
現
食
堂
は
「
資
財
帳
」
の
食
堂
と
規

模
が
合
わ
ず
、
現
食
堂
お
よ
び
そ
の
前
面
に
双
堂
の
形
で
建
つ
細
殿
と
、
大

衆
院
中
の
「
弐
口
政
屋
」
と
あ
る
の
が
ほ
ぼ
合
う
の
で
、
奈
良
時
代
は
政
所

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
）
2
（

る
。
つ
ま
り
、
政
所
は
政
務
を
執
る
と
い
う
点
で
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官
衙
と
共
通
し
て
お
り
、
現
食
堂
と
細
殿
は
〈
正
殿
〉
と
〈
前
殿
〉
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
あ
た
か
も
〈
西
脇
殿
〉
に
相
当
す
る

か
の
よ
う
な
位
置
に
南
北
棟
の
現
綱
封
蔵
が
立
っ
て
い
）
3
（

る
（
但
し
平
安
時
代

初
期
造
立
）。
政
務
を
行
う
施
設
に
近
接
し
て
ク
ラ
が
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
国
の
〈
庁
〉
の
機
能
を
考
え
る
た
め
に
は
、
総
柱
建

物
、
ク
ラ
の
存
在
を
正
当
に
位
置
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
早

く
、
阿
部
義
平
は
〈
国
庁
〉
に
お
け
る
総
柱
建
物
の
存
在
に
言
及
し
、「
公

文
書
や
印
鑰
な
ど
の
重
要
物
品
の
管
理
機
能
」
を
有
し
て
い
た
と
し
て

い
）
4
（
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

後
の
研
究
に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
文
献
史
料
か
ら
も
、「
置
公
文

庫
」
な
ど
の
ク
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
が
中
村
順
昭
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い

る
）
5
（

が
、
こ
れ
も
そ
の
後
深
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

た
だ
し
、
筆
者
は
考
古
学
、
建
築
史
学
に
つ
い
て
は
門
外
漢
の
た
め
、
あ

く
ま
で
文
献
史
料
に
基
づ
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
節　
〈
国
庁
〉
に
つ
い
て
の
通
説
的
理
解
と
そ
の
問
題
点

一　

通
説
の
確
認

　
〈
国
庁
〉
の
構
造
と
機
能
に
つ
い
て
、
現
在
の
通
説
的
位
置
に
あ
る
の
は

山
中
敏
史
の
研
究
で
あ
）
6
（

る
。
特
に
、
用
語
に
つ
い
て
は
影
響
力
が
大
き
い

が
、
実
は
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
山

中
の
影
響
下
で
研
究
上
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
を
〈
庁
〉〈
曹
司
〉
な
ど
と

山
括
弧
に
入
れ
て
表
記
し
、
史
料
上
の
用
語
を
「
庁
」「
曹
司
」
な
ど
と
カ

ギ
括
弧
に
入
れ
て
表
記
し
て
区
別
す
る
。
ま
た
、
考
古
学
的
発
掘
調
査
で
検

出
さ
れ
た
遺
構
に
つ
い
て
は
、〈
国
庁
〉
は
中
枢
区
画
、〈
正
殿
〉
は
中
心
建

物
、〈
東
西
脇
殿
〉
は
東
西
脇
建
物
な
ど
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
山
中
説
に
つ
い
て
、
主
著
を
中
心
に
概
説
的
記
）
7
（

述
も
参
照
し
な
が

ら
整
理
し
た
い
。

　
　
　
〈
国
庁
〉
は
〈
国
衙
〉
の
中
枢
を
な
す
政
庁
の
一
院
で
、
史
料
上

「
国
庁
」「
庁
事
」
と
も
称
さ
れ
る
。
方
形
の
区
画
内
に
大
型
の
建
物
群

が
左
右
対
称
の
「
コ
」
字
型
ま
た
は
「
品
」
字
型
に
配
置
さ
れ
る
。
細

部
の
違
い
は
あ
る
が
、
郡
庁
と
比
較
す
る
と
各
国
共
通
し
た
建
物
配
置

で
あ
り
、
宮
都
の
大
極
殿
・
朝
堂
院
を
祖
型
と
し
て
い
る
。
中
央
政
府

が
関
心
を
持
ち
、
規
格
の
指
示
や
技
術
指
導
に
お
い
て
関
与
し
た
と
み

ら
れ
る
。〈
国
庁
〉
の
機
能
に
は
、
儀
礼
、
饗
宴
、
政
務
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
〈
曹
司
〉
は
、〈
国
庁
〉
と
は
別
に
〈
国
衙
〉
の
行
政
事
務
や
役
所
の

機
能
の
維
持
・
運
営
に
関
わ
る
業
務
な
ど
を
分
掌
す
る
機
関
及
び
そ
れ

に
伴
う
施
設
群
で
あ
る
。

　

山
中
が
提
起
し
た
〈
国
庁
〉
の
構
造
に
関
わ
る
論
点
と
し
て
は
、
①
左
右

対
称
の
配
置
を
と
る
、
②
国
を
超
え
た
画
一
性
を
も
つ
、
③
宮
都
の
大
極

殿
・
朝
堂
院
を
祖
型
と
す
る
、
④
〈
国
庁
〉
と
〈
曹
司
〉
を
対
置
す
る
、
な

ど
に
整
理
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
①
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
典
型
例
と
さ

れ
て
き
た
肥
前
国
庁
は
総
柱
建
物
に
着
目
す
る
と
左
右
非
対
称
で
あ
る
、
②
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総
柱
建
物
の
有
無
、
位
置
な
ど
に
着
目
す
る
と
各
国
で
一
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
③
宮
都
の
朝
堂
院
に
は
ク
ラ
は
な
い
、
な
ど
と
い
っ
た
疑
問
が

生
じ
て
く
る
。
ま
た
、
④
〈
国
庁
〉
と
〈
曹
司
〉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
よ

り
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
項
を
改
め
て
検
討
す
る
。

二　
「
庁
」
と
「
曹
司
」

　
「
庁
」
と
「
曹
司
」
は
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
8
（

か
。
こ
れ
に
つ
い
て

検
討
す
る
た
め
に
令
の
規
定
で
み
る
べ
き
も
の
は
、
次
の
条
文
で
あ
る
。

　
『
令
義
解
』
雑
令
庁
上
及
曹
司
座
条

　
　

凡
庁
上
及
曹
司
座
者
、
五
位
以
上
並
給
㍼牀
席
⊿
其
制
従
㍼別
式
⊿

こ
こ
で
、「
曹
司
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
「
庁
上
」
で
あ
る
。
両
者
の

語
義
に
つ
い
て
、
紅
葉
山
文
庫
本
『
令
義
解
』
裏
書
所
引
『
令
集
解
』
雑
令

逸
文
庁
上
及
曹
司
座
条
の
朱
説
に
は
、「
朱
云
、（
中
略
）
答
。
庁
上
者
、
八

省
之
庁
上
耳
。
曹
司
座
者
、
司
之
庁
座
耳
。」
と
あ
っ
て
、
こ
の
条
文
に
言

う
「
庁
上
」
の
座
と
は
「
八
省
之
庁
上
」
す
な
わ
ち
十
二
堂
か
ら
な
る
「
朝

堂
」
の
座
に
あ
た
り
、「
曹
司
座
」
は
「
司
之
庁
座
」
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
朱
説
が
当
該
条
が
京
官
に
限
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
中

で
述
べ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、「
庁
上
」
が
朝
堂
に
限
る
と
い
う
点
は
一
般

化
で
き
な
い
が
、
各
「
司
」
の
「
曹
司
」
に
も
「
庁
」
が
存
在
す
る
と
い
う

認
識
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
条
の
古
記

に
も
、「
古
記
云
、
曹
司
座
、
謂
庁
事
之
座
。
止
宿
席
者
不
合
。」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
八
世
紀
に
も
遡
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
「
曹
司
」
に
も
「
庁
」
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
、
明
法
家
の
机
上
の

説
明
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
な
い
と
、
例
え
ば
「
太
政
官
曹
司
庁
」
な

ど
の
語
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
（
七
〇

七
）
一
二
月
辛
卯
条
に
「
内
外
庁
前
」
と
あ
る
の
は
、「
朝
堂
」
の
「
庁
」

と
「
曹
司
」
の
「
庁
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
）
9
（

る
。

　

一
方
、『
延
喜
式
』
の
諸
規
定
を
み
て
み
よ
う
。

　
『
延
喜
式
』
太
政
官

　
　

凡
百
官
庶
政
皆
於
㍼朝
堂
㍽行
㍾之
。
但
三
月
十
月
旬
日
著
㍾之
。
正
月
二

月
十
一
月
十
二
月
並
在
㍼曹
司
㍽行
㍾之
。

　
『
延
喜
式
』
式
部
省
上

　
　

凡
諸
司
皆
先
上
㍼朝
座
⊿
後
就
㍼曹
司
⊿

　
『
延
喜
式
』
弾
正
台

　
　

凡
京
官
五
位
已
上
、
先
参
㍼朝
堂
⊿
後
赴
㍼曹
司
⊿

　
　

凡
諸
司
五
位
以
上
、
共
率
㍼僚
下
㊥
旦
就
㍼朝
座
⊿
然
後
行
㍼曹
司
政
⊿

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
曹
司
」
と
対
に
な
る
の
は
「
朝
堂
」「
朝
座
（
朝
堂

座
）」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
曹
司
」
と
「
朝
堂
」
が
対
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

「
曹
司
」
に
も
「
朝
堂
」
に
も
「
庁
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
の
〈
庁
〉
と
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〈
曹
司
〉
を
別
の
も
の
と
し
て
対
置
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
山
中
の
論
点
①
〜
④
は
、
全
面
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
特
に
「
曹
司
」
と
「
庁
」
の
関
係
を
再
考
す
る
な
ら
ば
、
③
の
宮
都

と
の
対
応
関
係
に
も
影
響
す
）
10
（

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
整
理
す
る
た
め
に
は
国

の
「
庁
」
の
機
能
を
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、〈
国
庁
〉
の
機

能
と
し
て
、
儀
礼
、
饗
宴
、
政
務
な
ど
が
あ
る
と
す
る
山
中
説
は
継
承
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
文
献
史
料
を
再
確
認

し
、「
国
庁
」
の
施
設
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
二
節　

国
の
「
庁
」「
庁
事
」
の
機
能

一　

儀
礼
・
饗
宴

　

国
の
「
庁
」
の
機
能
を
考
え
る
上
で
、
必
ず
引
用
さ
れ
る
史
料
は
、
次
の

も
の
で
あ
る
。

　
『
養
老
令
』
儀
制
令
元
日
国
司
条

　
　

凡
元
日
、
国
司
皆
率
㍼僚
属
郡
司
等
㊥
向
㍾庁
朝
拝
。
訖
長
官
受
㍾賀
。

設
㍾宴
者
聴
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
朝
拝
の
対
象
と
な
る
「
庁
」
は
、
天
皇
の
い
る
宮
都
の
大

極
殿
で
あ
り
、
そ
こ
へ
向
か
っ
て
遙
拝
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
か

し
、
後
述
す
る
よ
う
に
本
来
の
「
庁
」
の
語
義
は
政
務
に
関
わ
る
の
で
あ
っ

て
、
元
日
朝
賀
で
天
皇
が
出
御
す
る
大
極
殿
は
本
来
「
庁
」
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
本
条
の
「
庁
」
は
国
の
「
庁
」
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。
国
の
「
庁
」
を
宮
都
の
「
大
極
殿
」
に
見
立
て
て
朝
拝
を
行
う
の
で

あ
）
11
（

る
。
一
方
、
宮
都
の
「
朝
堂
」
に
あ
た
る
建
物
は
朝
拝
に
は
必
要
な
）
12
（

い
。

ま
た
、
本
条
に
お
け
る
「
庁
」
は
、
朝
拝
の
対
象
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
建

物
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　

次
に
、
本
条
で
は
、
朝
拝
の
後
に
宴
を
設
け
る
こ
と
を
ゆ
る
す
規
定
が
あ

る
が
、
饗
宴
が
行
わ
れ
る
の
は
平
安
宮
で
は
四
堂
か
ら
な
る
豊
楽
院
に
あ

た
）
13
（
る
。
つ
ま
り
、「
八
省
之
庁
上
」
で
あ
る
十
二
堂
の
「
朝
堂
」
で
は
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
儀
制
令
元
日
国
司
条
に
み
え
る
儀
礼
、
饗
宴
に
お
い

て
、
国
の
「
庁
」
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
施
設
に
対
応
す
る
宮
都
の
施
設
は
、

「
大
極
殿
」、「
朝
庭
」、
四
堂
の
「
朝
堂
」
で
あ
っ
て
、
十
二
堂
の
「
朝
堂
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
庁
」
の
本
来
の
語
義
は
儀
礼

で
は
な
く
政
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

二　

政
務

　
「
庁
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
八
木
充
が
検
討
し
て
い
る
）
14
（

が
、
こ
れ

を
参
考
に
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
養
老
令
』
仮
寧
令
外
官
及
使
人
聞
喪

条
に
は
、

其
食
以
㍼当
処
官
物
及
正
倉
㍽充
。
所
㍾須
多
少
従
㍼別
式
⊿
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凡
外
官
及
使
人
聞
㍾喪
者
、
聴
㍼所
在
館
舎
安
置
⊿
不
㍾得
∮於
㍼国
郡
庁

内
㍽挙
哀
∵

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
国
郡
庁
内
」
で
の
挙
哀
を
禁
ず
る
規
定
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
『
令
集
解
』
同
条
古
記
で
は
、

　
　

古
記
云
、
国
郡
庁
内
、
謂
判
受
院
内
皆
是
也
。

と
注
し
て
い
る
。
ま
た
、『
養
老
令
』
職
員
令
太
政
官
条
で
、「
左
官
掌
二

人
」
の
職
掌
と
し
て
「
庁
事
鋪
設
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、『
令
集
解
』

同
条
令
釈
に
は
、

　
　

釈
云
、
庁
事
者
、
官
司
所
㍾聴
㍼政
事
㍽之
処
。
謂
㍼之
庁
事
㍽也
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
庁
」「
庁
事
」
と
は
「
判
受
」「
聴
政
」、
つ
ま
り
案
件

を
受
理
し
て
決
裁
を
行
う
所
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
仮
寧
令
外
官
及
使
人
聞
喪
条
に
み
え
る
「
国
郡
庁
」
に
つ
い
て
、

中
村
順
昭
は
、
古
記
に
「
皆
是
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
判
受
院
」
す
な

わ
ち
「
庁
」
は
複
数
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
解
し
て
い
）
15
（

る
。
し
か

し
、
こ
こ
は
、
本
来
「
庁
」
は
建
物
を
指
す
が
、
挙
哀
を
禁
ず
る
の
は
そ
の

建
物
内
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
囲
む
区
画
施
設
内
全
体
が
対
象
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
、
複
数
の
「
庁
」
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。

　

さ
て
、
日
本
の
律
令
官
僚
制
に
お
け
る
「
判
」
と
は
、
周
知
の
通
り
、
四

等
官
の
う
ち
主
典
が
公
文
を
読
申
し
、
判
官
以
上
が
口
頭
で
決
裁
を
行
う
と

い
う
も
の
で
あ
）
16
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
四
等
官
が
同
一
の
建
物
で
声
が
聞
こ
え

る
範
囲
に
集
ま
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
の
官
司
す
な
わ
ち
一
組
の
四
等
官
に

お
い
て
、
同
時
に
機
能
す
る
「
庁
」
は
一
つ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
逆
に
言
え
ば
、「
判
」
の
た
め
の
施
設
と
し
て
は
、
政
務
の
中
心
と
な

る
建
物
が
一
つ
あ
り
さ
え
す
れ
ば
良
い
。

　

宮
都
の
十
二
堂
の
「
朝
堂
」
は
、
八
省
な
ど
複
数
の
官
司
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
座
を
持
ち
、
最
終
的
に
太
政
官
の
決
裁
を
仰
ぐ
場
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
く

の
「
朝
堂
」
が
同
一
の
場
に
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
単
一
の
官
司

に
つ
い
て
は
一
つ
の
「
庁
」
と
、
せ
い
ぜ
い
「
判
」
に
先
立
っ
て
文
書
を
受

理
、
整
理
す
る
た
め
の
附
属
の
建
物
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
国
は
ま
さ

に
単
一
の
官
司
で
あ
り
、
そ
の
政
務
に
お
い
て
は
、
究
極
に
は
「
庁
」
が
一

つ
あ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
地
方
行
政
機
構
で
例
外
と
な
る
の
が
東
西
市
司

を
被
管
と
す
る
左
右
京
職
で
あ
り
、
そ
れ
に
準
ず
る
官
司
が
大
宰
府
で
あ

る
。
大
宰
府
に
は
四
等
官
の
ほ
か
、
四
等
官
に
準
ず
る
構
成
を
も
つ
品
官
と

し
て
大
少
判
事
・
大
少
令
史
お
よ
び
防
人
正
・
佑
・
令
史
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
判
」
を
行
う
上
で
「
庁
」
が
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
）
17
（

う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
国
に
お
い
て
も
業
務
が
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
こ
れ
を

「
所
」
に
よ
り
分
掌
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
所
」
も
建
物
内
に
置
か
れ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
、
国
の
中
心
と
な
る
「
庁
」
以
外
に
も
政
務
に
関
わ
る
建
物
が
存
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在
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
所
」
は
物
資
の
管
理
に

関
わ
る
な
ど
、
現
業
的
部
門
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
中
枢
区
画
の
中
に
置
く

よ
り
は
、
そ
の
周
辺
の
施
設
に
置
く
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、「
所
」
は
四
等
官
の
う
ち
一
部
の
み
が
専
当
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
、「
所
」
の
置
か
れ
た
建
物
は
、
四
等
官
共
知
の
原
則
の
下
で
決
裁

を
行
う
「
庁
」
と
は
性
格
が
異
な
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
の
中
心

と
な
る
「
庁
」
の
ほ
か
に
「
所
」
な
ど
の
「
庁
」
が
あ
っ
た
と
み
る
の
は
困

難
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
令
の
規
定
が
想
定
す
る
国
の
「
庁
」
は
一
つ
あ
っ
て

一
つ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、「
庁
」
は
元
日
朝
拝
な
ど
の
儀
礼
に
も
用

い
ら
れ
る
が
、
本
質
的
に
は
「
判
」
を
中
心
と
す
る
政
務
を
行
う
場
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
次
に
、
節
を
改
め
て
、
そ
の
政
務
の
具
体
的
な

あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
三
節　

国
の
「
庁
」
に
お
け
る
政
務
と
ク
ラ

一　

平
安
時
代
の
あ
り
方

　
『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
、
国
務
条
事
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
国
の
政
務

の
あ
り
方
を
知
る
た
め
に
格
好
の
史
料
で
あ
り
、
近
年
詳
細
な
註
釈
と
し

て
、
佐
藤
信
監
修
・
朝
野
群
載
研
究
会
編
『
朝
野
群
載
巻
二
十
二
校
訂
と

註
）
18
（

釈
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、『
校
訂
と
註
釈
』
と
略
称
）。『
朝
野

群
載
』
自
体
の
成
立
は
一
二
世
紀
初
頭
で
あ
る
が
、
内
容
上
、
受
領
の
任
国

赴
任
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
〇
世
紀
〜
一
一
世
紀
の
状
況
を
示
し

て
い
る
と
さ
れ
）
19
（

る
。
そ
の
中
で
、
第
一
七
条
に
あ
た
る
部
分
が
、
国
の
「
庁

事
」
に
お
け
る
政
務
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
（
説
明
の
便
宜

上
、
適
宜
改
行
す
る
。
ま
た
、
細
字
双
行
部
は
﹇　

﹈
内
に
示
す
。
以
下
同

じ
）。

　
　

一
、
尋
常
庁
事
例
儀
式
事

　
　

長
官
着
座
之
後
、
庶
官
着
訖
。
但
出
入
之
時
、
各
有
㍼例
道
⊿

　
　

鑰
取
御
鑰
置
㍼案
上
㊥
申
云
、
御
鑰
進
止
申
寸
。
長
官
無
㍾答
。

　
　

次
又
鑰
取
申
∮開
㍼御
鑰
封
㍽由
㊧﹇
其
詞
云
、
御
鑰
封
開
﹈。

　
　

長
官
喚
㍼史
生
⊿
々
々
動
座
称
唯
。

　
　

長
官
命
云
、
令
㍾出
㍾印
与
。
稱
唯
罷
出
。

　
　

其
後
鑰
取
以
㍼印
櫃
㊥
居
㍼印
鑰
盤
之
外
㍽﹇
上
下
随
㍾便
。
又
有
㍼国
例
㍽﹈。

　
　

即
申
∮開
㍼印
封
㍽之
由
㊧﹇
其
詞
云
、
印
乃
封
開
久
﹈。

　
　

長
官
命
云
、
開
介
。
鑰
取
出
㍾印
、
置
㍼印
盤
之
上
㍽退
去
。

　
　

其
後
随
㍾判
捺
印
。

　
　

々
々
之
時
、
以
㍼判
書
帖
㊥
置
㍼印
盤
之
上
㊥
申
㍼捺
印
之
由
㍽

　
　
﹇
其
詞
云
、
其
書
若
干
枚
印
佐
須
﹈。

　
　

長
官
命
云
、
捺
㍾印
﹇
云
、
佐
世
﹈。
鑰
取
称
唯
、
一
々
捺
之
。

　
　

尋
常
之
儀
、
大
略
如
㍾此
。
納
㍾印
之
時
、
其
儀
亦
同
。

こ
の
史
料
は
、『
校
訂
と
註
釈
』
に
も
訳
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
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立
場
か
ら
改
め
て
内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
　

ま
ず
、
長
官
が
（「
庁
事
」
に
）
着
座
し
た
後
、
庶
官
が
着
座
す
る
。

　
　

鑰
取
書
生
が
鑰
を
案
上
に
置
き
、「
御
鑰
進
る
」
と
申
す
。

　
　

こ
れ
に
対
し
、
長
官
は
答
え
な
い
。

　
　

鑰
取
が
鑰
の
封
を
開
く
由
を
申
す
。

　
　

長
官
が
史
生
を
呼
ぶ
と
、
史
生
は
動
座
し
て
称
唯
す
る
。

　
　

長
官
が
「
印
を
出
さ
し
め
よ
」
と
命
ず
る
と
、
史
生
は
称
唯
し
退
出
す

る
。

　
　

そ
の
後
、
鑰
取
が
印
櫃
を
印
鑰
盤
の
外
に
す
え
る
。

　
　

次
い
で
印
の
封
を
開
く
由
を
申
す
。

　
　

長
官
が
「
開
け
」
と
命
ず
る
。

　
　

鑰
取
は
印
を
出
し
、
印
盤
の
上
に
置
い
て
退
去
す
る
。

　
　

そ
の
後
、
判
を
す
る
に
し
た
が
っ
て
捺
印
す
る
。

　
　

捺
印
の
時
は
、
判
書
帖
を
印
盤
の
上
に
置
き
、
捺
印
の
由
を
申
す
。

　
　

長
官
が
捺
印
を
命
ず
る
と
、
鑰
取
は
称
唯
し
て
一
つ
一
つ
捺
印
す
る
。

　
　
（
以
下
略
）

　

こ
の
儀
を
通
覧
す
る
と
、
長
官
に
鑰
を
進
上
す
る
際
、「
長
官
無
答
」
と

あ
る
こ
と
、
史
生
が
長
官
か
ら
印
を
出
す
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
退
出
し
た
後
、

戻
っ
て
く
る
儀
が
記
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鑰
取
が
印
櫃
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
、
一
見
不
審
な
点
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

　

な
お
、
関
連
す
る
史
料
と
し
て
、『
時
範
記
』
承
徳
三
年
（
康
和
元
、
一

〇
九
九
）
三
月
二
日
条
を
み
る
と
、

　
　

午
剋
出
㍾庁
始
行
㍼国
務
⊿
其
儀
予
居
㍼饗
饌
㊥
三
献
之
後
羞
㍼汁
物
㍽下
㍾

箸
。
次
令
㍾成
㍼諸
郡
神
社
修
理
符
并
池
溝
修
理
符
㍽令
㍼捺
印
㍽了
。
次

調
所
并
出
納
所
申
㍼上
済
物
解
文
㊥
見
了
之
後
令
㍾成
㍼返
抄
㍽請
印
。
案

主
所
・
税
所
成
㍼上
吉
書
㍽之
後
請
印
。
了
入
㍾内
印
筥
随
身
、
諸
郡
司

等
出
㍼一
把
半
利
田
請
文
⊿

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
（
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
）
文
書
の
決
済
を
行

い
、
捺
印
を
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
て
、『
朝
野
群
載
』
の
内
容
が
一
〇
世
紀
ま
で
遡
っ
た
と
し
て
も
、
本

稿
で
課
題
と
し
て
い
る
八
・
九
世
紀
と
は
開
き
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
項
を
改

め
て
、
特
に
四
等
官
制
と
印
鑰
と
い
う
論
点
を
と
り
あ
げ
て
、
八
世
紀
の
あ

り
方
を
復
元
し
て
い
き
た
い
。

二　

四
等
官
制
と
執
務
の
場

　
「
判
」
に
つ
い
て
、『
朝
野
群
載
』
で
は
、「
随
判
捺
印
」
と
あ
り
、
長
官

の
み
が
捺
印
す
べ
き
文
書
を
決
裁
し
た
後
、
直
ち
に
捺
印
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
『
時
範
記
』
で
も
同
じ
で
あ
り
、
長
官
の
時
範
が
単
独
で

決
裁
・
捺
印
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
受
領
一
人
に
権
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限
・
責
任
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
決
裁
さ
れ
て
い
る
の
は
、
吉
書
な
ど
儀
礼
的
な
文
書
で
あ
り
、
実
質

的
に
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
な
く
許
可
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
直
ち
に
捺

印
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
八
世
紀
の
あ
り
方
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
本
来
は
「
判
」
と

「
捺
印
」
と
い
う
二
段
階
が
あ
り
、「
判
」
の
段
階
で
は
、
受
理
し
た
文
書
に

つ
い
て
、
四
等
官
共
知
の
原
則
の
下
、
主
典
が
読
申
し
、
判
官
以
上
が
口
頭

で
「
判
」
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

次
い
で
、
執
務
の
場
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。『
朝
野
群
載
』
で
は

「
判
」「
捺
印
」
の
場
は
「
庁
事
」
で
あ
り
、「
館
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い

る
。『
時
範
記
』
で
も
、
政
務
終
了
後
、「
内
に
入
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
決
裁
の
場
で
あ
る
「
庁
」
と
日
常
的
居
所
で
あ
る
「
内
」
と
は
別
で

あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、「
庁
」
や
定
型
的
建
物
配
置
を
持
つ
施
設
は
一
〇
世

紀
に
な
る
と
廃
絶
し
、
国
司
の
居
住
す
る
施
設
に
政
務
を
行
う
場
が
吸
収
さ

れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
）
20
（

る
。
前
節
で
述
べ
た
如
く
、「
判
」
は
本
来
「
庁
」

「
庁
事
」
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
捺
印
」
も
同
様
だ
っ
た

か
ど
う
か
、
一
応
吟
味
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
八
月
癸
丑
朔
条
に
は
、

　
　

美
作
介
従
五
位
下
県
犬
養
宿
祢
沙
弥
麻
呂
、
不
㍾経
㍼官
長
㊥
恣
行
㍼国

政
㊥
独
自
在
㍾館
、
以
印
㍼公
文
㊥
（
中
略
）
為
㍼守
正
四
位
上
紀
朝
臣

飯
麻
呂
㍽所
㍾告
失
㍾官
。

　

と
あ
る
。
美
作
介
県
犬
養
沙
弥
麻
呂
は
、
官
長
に
無
断
で
ほ
し
い
ま
ま
に

国
政
を
行
い
、「
館
」
で
公
文
に
捺
印
を
行
う
な
ど
の
行
為
を
行
っ
た
た

め
、
守
の
紀
飯
麻
呂
に
告
発
さ
れ
て
任
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

実
態
は
と
も
か
く
、
原
則
と
し
て
は
捺
印
は
「
館
」
で
行
う
べ
き
で
は
な

く
、
四
等
官
共
知
の
下
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
す
れ
ば
、「
判
」
も
「
捺
印
」
も
、
本
来
国
の
「
庁
」
で
行
う
の
が
原
則

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

三　
「
印
鑰
」
の
問
題

　
『
朝
野
群
載
』
で
、
捺
印
儀
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
鑰
の
進

上
で
あ
る
。
こ
の
「
鑰
」
に
つ
い
て
、
牛
山
佳
幸
は
、
本
来
は
正
倉
の
カ
ギ

を
意
味
し
た
が
、
こ
こ
で
は
印
櫃
の
カ
ギ
を
指
す
と
解
し
）
21
（

た
。
こ
の
説
は
、

そ
の
後
の
研
究
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
）
22
（
が
、『
校
訂
と
註
釈
』
で
は
、「
鑰）

23
（

」

は
本
来
は
ク
ラ
の
カ
ギ
を
指
す
こ
と
、
印
櫃
に
は
「
封
」
を
す
る
の
で
あ
っ

て
、
カ
ギ
を
か
け
た
明
証
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
印
櫃
の
カ
ギ
で
あ
る
と

い
う
説
を
批
判
し
、
中
央
政
府
に
お
け
る
カ
ギ
の
請
進
儀
を
参
照
し
て
、
正

倉
の
カ
ギ
で
あ
る
と
し
た
。

　

印
櫃
の
カ
ギ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
後
述
の
外
記
政
に
お
け
る
外
印

請
印
儀
で
も
、
印
櫃
に
つ
い
て
封
は
み
え
て
も
カ
ギ
を
開
閉
す
る
作
法
は
う

か
が
え
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
首
肯
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
正
倉
の
カ
ギ
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と
解
し
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
央
政
府
に
お
け
る
カ
ギ
の
請
進
）
24
（

儀
は
、
ク
ラ
の
カ
ギ
を
開
け
た
い
側
が

申
請
し
、
出
納
業
務
終
了
後
に
返
納
す
る
も
の
で
あ
る
。『
朝
野
群
載
』
に

お
け
る
「
鑰
」
は
、
政
務
を
開
始
す
る
時
点
で
長
官
に
渡
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
鑰
を
必
要
と
す
る
の
は
長
官
自
身
な
の
で
あ
る
。
一
連
の
政

務
で
長
官
が
使
う
も
の
の
中
心
は
「
印
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「
鑰
」
は
「
印
」
を
取
り
出
す
た
め
に
必
要
な
カ
ギ
で
あ
る
と
判
断
で
き

る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
印
櫃
」
の
カ
ギ
で
は
な
く
、「
鑰
」

は
本
来
ク
ラ
の
カ
ギ
を
指
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
論
理
的
に
は
こ
の

「
鑰
」
は
印
を
（
印
櫃
ご
と
）
納
め
た
ク
ラ
の
カ
ギ
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説

が
導
き
出
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
吟
味
し
た
い
。

　
『
朝
野
群
載
』
で
は
、
印
を
納
め
た
ク
ラ
の
存
在
は
う
か
が
え
な
い
。
印

鑰
や
印
櫃
の
受
領
儀
に
お
い
て
も
、
印
を
ク
ラ
に
納
め
る
こ
と
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
、
国
務
条
事
の
、
第
八
条
と
第
一
一
条
に

は
次
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
印
鑰
の
受
領
の
場
が
国
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
ま
た
印
櫃
を
保
管
す
る
場
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。

　
（
第
八
条
）

　
　

一
、
境
迎
事

　
　

官
人
・
雑
任
等
、
任
㍾例
来
向
。
或
国
随
㍼身
印
鑰
㍽参
向
、
或
国
引
㍼率

官
人
・
雑
任
等
㍽参
会
。
其
儀
式
随
㍼土
風
㍽而
已
。
参
着
之
間
、
若
当
㍼

悪
日
㍽者
、
暫
返
㍼国
庁
㊥
吉
日
領
㍾之
。

　
（
第
一
一
条
）

　
　

一
、
受
領
印
鑰
事

　
　

択
㍼定
吉
日
㊥
可
㍾領
㍼印
鑰
⊿
但
領
㍼印
鑰
㍽之
日
、
即
令
㊦前
司
奉
㍼行

任
符
㊥
乃
後
領
㍾之
。
又
着
館
日
儀
、
或
前
司
差
㍼官
人
㊥
分
㍼付
印

鑰
⊿
其
儀
、
前
司
差
㍼次
官
以
下
目
以
上
一
両
人
㊥
令
㍾齎
㍼印
鑰
㊥
令
㍾

参
㍼新
司
館
⊿
即
官
人
就
㍾座
之
後
、
鑰
取
書
生
以
㍼御
鑰
㍽置
㍼新
司
前
㍽

﹇
其
詞
云
、
御
鑰
進
留
﹈。
新
司
無
㍾答
﹇
或
云
、
答
云
、
与
之
﹈。

　

ま
た
、『
時
範
記
』
承
徳
三
年
（
康
和
元
、
一
〇
九
九
）
二
月
一
五
日
条

に
は
、

　
　

着
㍼束
帯
㍽着
㍼惣
社
西
舎
㍽﹇
騎
馬
﹈。
先
以
㍼官
符
㍽令
㍾給
㍼税
所
⊿
官

人
先
以
奉
行
。
次
行
㍼請
印
⊿
次
以
㍾鑰
置
㍼下
官
傍
⊿
亦
給
㍾封
令
㍾付
㍼

印
櫃
㊥
次
着
㍾府
、
鑰
取
在
㍾前
如
㍾例
。

と
あ
っ
て
、「
惣
社
西
舎
」
で
印
と
鑰
を
受
領
し
、
印
櫃
に
入
れ
て
封
を

し
、
次
い
で
「
府
」
に
赴
く
に
あ
た
り
、
鑰
取
が
先
導
し
た
と
さ
れ
て
お

り
、
先
に
引
用
し
た
『
同
』
三
月
二
日
条
で
も
、「
了
入
内
印
筥
随
身
」
と

あ
る
よ
う
に
、
ク
ラ
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
受
領
の
移
動
と
共
に
持
ち
歩

く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
保
管
は

「
館
」
で
な
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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し
か
し
、
本
来
は
印
は
「
官
庫
」
に
収
納
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。『
令

集
解
』
公
式
令
諸
国
給
鈴
条
所
引
朱
記
に
は
、

　
　

凡
印
等
主
夕
還
㍾館
時
、
封
収
㍼置
官
庫
㍽耳
。
不
㍾可
㍾持
㍼還
館
㍽者
。

と
あ
っ
て
、
印
は
主
が
館
に
帰
る
と
き
は
封
を
し
て
官
庫
に
収
め
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
館
に
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
が
何
に

基
づ
く
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
凡
」
で
始
ま
り
「
者
」
で
終
わ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
式
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　

印
が
ク
ラ
に
収
納
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ク
ラ
の
建
物
に
印
櫃
の
み
が
入
れ

ら
れ
て
い
た
と
は
想
像
し
が
た
い
。
印
は
公
文
と
と
も
に
保
管
さ
れ
て
い

た
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
四
月
壬
辰
条
を
み
る
と
、

若
狭
国
に
「
納
印
公
文
庫
并
兵
庫
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
（
八
五
七
）
六
月
庚
寅
条
に
み
え
る
参
河
国

の
「
庁
院
東
庫
」
も
同
様
の
印
・
公
文
の
ク
ラ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
印
と
文
書
を
納
め
る
ク
ラ
は
「
庁
院
」
内
か
、
す
ぐ

東
に
隣
接
し
て
建
っ
て
い
た
こ
と
に
な
）
25
（

る
。

　

そ
し
て
、
公
文
の
ク
ラ
の
カ
ギ
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
倉
庫
令
に
規
定
が

あ
る
。『
政
事
要
略
』
六
一
、
糺
弾
雑
事
所
引
、『
令
集
解
』
倉
庫
令
置
公
文

庫
鏁
鑰
条
に
は
、

　
　

置
㍼公
文
㍽庫
鏁
鑰
者
、
長
官
自
掌
。
若
無
㍼長
官
㍽者
、
次
官
掌
㍾之

﹇
古
記
云
、
長
官
自
掌
、
謂
退
㍾家
時
者
、
封
㍾鑰
付
㍼当
直
之
人
⊿
（
以

下
略
）﹈。

と
あ
っ
て
、「
置
公
文
庫
」
の
「
鏁
鑰
」
は
長
官
が
管
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
印
や
公
文
を
収
め
る
ク
ラ
の
カ
ギ
の
管
理
は
、
長
官
固

有
の
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
の
仮
説
、
つ
ま
り
、『
朝
野
群
載
』
の

「
尋
常
庁
事
例
儀
式
事
」
に
み
え
る
「
鑰
」
が
印
お
よ
び
公
文
を
収
め
る
ク

ラ
の
カ
ギ
だ
っ
た
と
い
う
推
定
は
妥
当
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
平

安
時
代
に
な
っ
て
、
文
書
処
理
が
儀
礼
的
と
な
っ
て
も
、
ま
た
、
現
実
に
は

印
・
公
文
庫
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
受
領
の
権
限
の
象
徴
と
し
て

印
・
公
文
庫
の
鑰
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、『
朝
野
群
載
』
で
、
印
を
出
す
こ
と
を
命
ぜ
ら

れ
た
史
生
が
戻
っ
て
来
な
い
こ
と
も
説
明
が
つ
く
。
実
際
は
鑰
取
が
印
櫃
を

持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
長
官
と
し
て
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
印
・
公
文

庫
か
ら
印
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
鑰
を
鑰
取
が
進
上
す
る
際
に
、
長
官
が
答
え
な
い
こ
と
も
自
然
に

理
解
で
き
る
。
こ
の
儀
は
長
官
が
他
人
に
よ
る
鑰
の
申
請
に
対
し
て
許
可
を

与
え
る
性
質
の
も
の
で
は
な
）
26
（

い
。
自
分
が
管
理
す
べ
き
も
の
が
手
元
に
も
た

ら
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
、
国

務
条
事
の
第
一
一
条
「
受
領
印
鑰
事
」
で
も
、
鑰
取
書
生
が
カ
ギ
を
新
司
の
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前
に
置
い
た
後
も
、
本
文
で
は
「
新
司
無
答
」
と
あ
っ
て
、
同
じ
こ
と
が
い

え
る
。
な
お
、
双
行
註
で
は
、「
或
云
、
答
云
与
之
。」
と
あ
り
、
牛
山
佳
幸

は
「
こ
れ
を
与
え
よ
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
「
ヨ
シ
」
と
答
え
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
他
者
に
鍵
を
与
え
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

な
お
、『
令
集
解
』
逸
文
倉
庫
令
置
公
文
庫
鏁
鑰
条
古
記
に
よ
れ
ば
、
長

官
は
カ
ギ
を
「
家
」
に
は
持
ち
帰
ら
ず
、
封
を
し
て
当
直
の
人
に
預
け
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。『
朝
野
群
載
』
の
記
述
は
、
こ
れ
と
整
合
的
に
理
解
で

き
る
。

四　

宮
都
と
の
比
較

　

次
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
国
の
「
庁
」
の
あ
り
方
を
宮
都
と
比
較
す
る

た
め
に
、
外
記
政
を
取
り
上
げ
た
い
。
外
記
政
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
の
蓄

積
が
あ
）
27
（

る
の
で
、
そ
れ
ら
に
依
拠
し
な
が
ら
整
理
す
る
。
外
記
政
は
太
政
官

曹
司
庁
で
の
官
政
を
継
承
す
る
も
の
で
、
公
文
の
読
申
お
よ
び
判
を
行
う
庁

申
文
と
、
外
印
請
印
の
二
つ
の
段
階
か
ら
な
る
。
こ
の
、
庁
申
文
と
外
印
請

印
の
二
段
階
は
、
国
の
「
庁
」
に
お
け
る
「
判
」
と
「
捺
印
」
に
対
応
し
て

い
る
。
な
お
、
外
印
請
印
は
十
二
堂
の
「
朝
堂
」
の
「
庁
」
で
行
わ
れ
る
朝

政
で
は
行
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、「
曹
司
」
の
「
庁
」
特
有
の
政
務
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
吉
川
真
司
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
）
28
（

る
。

　

外
記
政
の
確
立
は
平
安
時
代
初
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

内
容
を
持
つ
太
政
官
曹
司
庁
で
の
聴
政
は
奈
良
時
代
に
遡
る
。
外
印
請
印
の

作
法
が
い
つ
成
立
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
宝
令
施
行
に
よ
る
外
印
使

用
の
開
始
時
点
、
あ
る
い
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
外
印
が
一
般
の
施

行
文
書
に
捺
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
に
遡
る
可
能
性
が
、
吉
川
真
司
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

）
30
）（
29
（

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宮
都
に
お
け
る
「
曹
司
」
の
「
庁
」
に
お
け
る
政
務
の
あ

り
方
が
八
世
紀
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
と
対
応
す
る
国
の

「
庁
」
の
あ
り
方
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
国
の

「
庁
」
の
機
能
は
朝
拝
、
政
務
が
中
心
で
あ
る
。
朝
拝
に
お
け
る
「
庁
」
の

位
置
づ
け
は
宮
都
に
お
け
る
「
大
極
殿
」
に
相
当
す
る
が
、「
庁
」
の
本
質

的
機
能
は
政
務
、
具
体
的
に
は
「
判
」
と
「
捺
印
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

「
捺
印
」
は
、
宮
都
で
は
「
曹
司
」
の
「
庁
」
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

国
の
「
庁
」
は
中
央
の
「
曹
司
」
の
「
庁
」
に
相
当
す
る
、
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
、
十
二
堂
の
「
朝
堂
」
つ
ま
り
「
太
政
官
院
」
の
「
朝
堂
」
に
対
す

る
、
国
と
い
う
官
司
の
「
曹
司
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で

）
32
）（
31
（
き
る
。

　

国
の
「
庁
」
の
近
く
に
は
印
や
公
文
を
納
め
る
ク
ラ
が
存
在
し
て
い
た
。

宮
都
の
「
朝
堂
」
に
は
近
接
し
て
ク
ラ
が
存
在
し
た
形
跡
や
、「
朝
堂
」
の

建
物
内
に
文
書
保
管
施
設
が
存
在
し
た
形
跡
が
な
い
か
ら
、
こ
の
点
で
も
国

の
「
庁
」
は
「
朝
堂
」
と
は
対
応
し
て
い
な
い
。
宮
都
の
十
二
堂
の
「
朝
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堂
」
で
は
、
原
則
的
に
口
頭
に
よ
る
行
政
が
行
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

文
書
へ
の
捺
印
は
行
わ
れ
ず
、
文
書
保
管
庫
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
国
の
「
置
公
文
庫
」
の
カ
ギ
の
管
理
は
長
官
固
有
の
職
務
で
あ
り
、
国

司
が
文
書
行
政
を
行
う
上
で
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
は
八
世
紀
に
遡
る
が
、
平
安
時
代
中
期
に
は

「
判
」
の
四
等
官
共
知
方
式
か
ら
受
領
へ
の
権
限
集
中
に
と
も
な
う
単
独
決

済
方
式
へ
の
移
行
、「
庁
」
近
く
の
ク
ラ
の
廃
絶
と
い
っ
た
変
化
を
被
る
。

し
か
し
、「
置
公
文
庫
」
の
カ
ギ
の
管
理
は
、
長
官
固
有
の
権
限
と
し
て
儀

礼
の
中
に
残
り
続
け
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
本
文
中
で
の
議
論
は
、
考
古
学
的
調
査
成
果
に
は
依

存
し
な
い
か
た
ち
で
進
め
、
対
照
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
註
に
て
言
及
す

る
方
針
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
後
に
文
献
史
料
か
ら
導
か
れ
た
結
果

を
踏
ま
え
て
発
掘
調
査
成
果
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

国
の
「
庁
」
近
く
に
ク
ラ
が
存
在
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
従
来
、

〈
脇
殿
〉
や
〈
楼
閣
〉
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
部
が
ク
ラ
に
あ
た
る
可
能

性
が
出
て
く
る
。
な
お
、
ク
ラ
は
必
ず
し
も
総
柱
建
物
で
あ
る
必
要
は
な

い
。
側
柱
建
物
に
床
束
を
立
て
、
床
を
張
っ
て
棚
を
設
け
、
文
書
の
櫃
を
置

け
ば
、
立
派
な
公
文
庫
に
な
る
。
し
か
も
他
の
用
途
と
共
存
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
）
33
（

る
。
事
実
、
国
の
〈
正
殿
〉
に
は
床
束
建
物
の
例
が
み
ら
れ
な
い
の

に
対
し
、〈
脇
殿
〉
な
ど
の
一
部
に
は
床
束
建
物
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
山
中
敏
史
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
）
34
（

る
。

　
〈
国
庁
〉
に
お
け
る
ク
ラ
の
位
置
づ
け
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
各
国
に
お

い
て
、〈
脇
殿
〉
が
総
柱
建
物
か
、
床
束
建
物
か
、
側
柱
建
物
か
は
一
定
し

て
お
ら
ず
、
総
柱
建
物
の
配
置
も
統
一
が
取
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

〈
国
庁
〉
の
建
物
配
置
の
左
右
対
称
性
、
国
を
超
え
た
画
一
性
が
あ
る
こ
と

は
疑
問
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
府
の
規
制
や
技
術
支
援
の
存
在
も

論
証
で
き
な
）
35
（

い
。
こ
う
し
た
目
で
発
掘
調
査
成
果
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

　

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究

で
〈
曹
司
〉
と
呼
ば
れ
て
き
た
、〈
庁
〉
の
周
辺
施
設
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
、
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
四
等
官
の
一
部
が
専
当
す
る

「
所
」
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
が
、
四
等
官
共
知
の
下
で
「
判
」
を
す
る

「
庁
」
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
国
の
「
所
」
に
お
け
る
政
務
の
実

態
は
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
現
時
点
で
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
出
土
文
字
史
料
の
分
析
な
ど
も
含
め
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
）
36
（

い
。

　

ま
た
、
冒
頭
で
、
寺
院
の
政
所
を
本
稿
の
着
想
源
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て

お
き
な
が
ら
、
本
文
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

『
東
大
寺
要
録
』
四
諸
院
章
に
よ
れ
ば
、
東
大
寺
「
大
庁
」
の
施
設
内
に

「
公
文
殿
」
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
流
記
公
験
等
を
納
め
る
「
印
蔵
」
が
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
「
印
蔵
」
は
、
東
南
院
文
書
を
伝
え

た
上
司
の
ク
ラ
で
あ
っ
）
37
（

た
。
ま
た
、
正
倉
院
古
文
書
中
に
は
東
大
寺
政
所
の

ク
ラ
に
お
け
る
文
書
の
出
納
記
録
が
残
っ
て
い
）
38
（

る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い

て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
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国
の「
庁
」と
ク
ラ（
古
尾
谷
）

註（
１
） 
大
和
町
教
育
委
員
会
『
肥
前
国
庁
跡
遺
構
編
』
二
〇
〇
〇
年

（
２
） 

直
木
孝
次
郎
「
法
隆
寺
の
食
堂
と
講
堂
に
つ
い
て
」（『
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
』
塙

書
房
、
一
九
六
八
年
、
初
発
表
一
九
四
三
年
）、
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
編
『
奈

良
六
大
寺
大
観
一 

法
隆
寺
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）、
浅
野
清
『
昭
和
修

理
を
通
し
て
み
た
法
隆
寺
建
築
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
三
年
）、

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
編
『
昭
和
資
財
帳
Ⅰ
法
隆
寺
の
至
宝 

西
院
伽

藍
』（
小
学
館
、
一
九
九
一
年
）

（
３
） 『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
に
よ
れ
ば
、
も
と
は
綱
封
蔵
に
向
か
い
合
っ
て
勅
封
蔵
が

建
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
左
右
対
称
と
な
る
。

（
４
） 

阿
部
義
平
「
国
庁
の
類
型
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一

〇
、
一
九
八
六
年
）

（
５
） 

中
村
順
昭
「
律
令
制
下
の
国
府
と
そ
の
職
員
」（『
律
令
官
人
制
と
地
域
社
会
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

（
６
） 

山
中
敏
史
『
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）

（
７
） 

山
中
敏
史
「
国
府
の
空
間
的
構
成
」「
国
庁
の
構
造
と
機
能
」「
床
束
建
物
と
床
束
」

（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
古
代
の
官
衙
遺
跡
Ⅱ
遺
物
・
遺
跡
編
』
二
〇
〇
四
年
）

（
８
） 

こ
の
こ
と
も
含
め
、「
朝
堂
」
と
「
曹
司
」
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩

的
考
察
」（『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
初
発
表
一
九
七

五
年
）
を
参
照
。

（
９
） 

岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」（
前
掲
註
８
）。

 

　

な
お
、
橋
本
義
則
は
「
庁
」
は
本
来
朝
堂
の
み
を
指
す
と
し
て
い
る
が
（
橋
本
義

則
「
朝
政
・
朝
儀
の
展
開
」〈『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
五

年
〉）、
こ
の
史
料
お
よ
び
『
令
集
解
』
雑
令
逸
文
庁
上
及
曹
司
座
条
古
記
に
よ
り
、

八
世
紀
前
半
か
ら
「
曹
司
」
に
も
「
庁
」
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
国
の
「
庁
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
後
述
の
『
養
老
令
』
儀
制
令
元
日
国

司
条
に
み
え
る
「
庁
」
も
朝
堂
に
限
る
と
す
る
と
、
国
司
ら
が
天
皇
が
い
る
は
ず
の

な
い
朝
堂
を
遙
拝
す
る
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。

（
10
） 

青
木
敬
は
、
国
庁
の
祖
型
が
藤
原
宮
に
あ
る
と
す
る
（
青
木
敬
「
宮
都
と
国
府
の
成

立
」〈『
古
代
文
化
』
六
三

－

四
、
二
〇
一
二
年
〉）。
傾
聴
す
べ
き
説
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
説
明
の
便
宜
上
、
国
の
「
庁
」
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
平
城
宮
を
主
と
し

た
い
。
藤
原
宮
に
お
い
て
は
、
朝
庭
に
対
す
る
正
殿
と
し
て
の
大
極
殿
と
、
十
二
の

朝
堂
に
対
す
る
正
殿
と
し
て
の
大
極
殿
が
重
な
っ
て
い
る
が
、
平
城
宮
で
は
前
者
が

中
央
区
、
後
者
が
東
区
と
し
て
分
化
し
て
い
る
た
め
、
対
応
関
係
を
説
明
し
や
す
い

か
ら
で
あ
る
。

（
11
） 

宮
都
の
「
大
極
殿
」
と
そ
の
前
面
の
「
朝
庭
」
が
、
国
の
「
庁
」
と
そ
の
前
面
の
建

物
が
建
っ
て
い
な
い
空
間
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
発
掘
調
査
の
成
果
と

対
応
さ
せ
る
と
、
中
枢
区
画
の
中
心
建
物
と
、
そ
の
前
面
の
空
間
に
あ
た
る
こ
と
に

な
る
。

（
12
） 

事
実
、
奈
良
時
代
前
半
の
平
城
宮
大
極
殿
院
に
朝
堂
は
な
い
。

（
13
） 

平
城
宮
で
は
中
央
区
の
四
朝
堂
に
あ
た
る
。

（
14
） 

八
木
充
「
国
府
の
成
立
と
構
造
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
、
一

九
八
六
年
）

（
15
） 

中
村
順
昭
「
国
司
制
と
国
府
の
成
立
」（『
古
代
文
化
』
六
三

－

四
、
二
〇
一
二
年
）

（
16
） 

吉
川
真
司
「
奈
良
時
代
の
宣
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、

初
発
表
一
九
八
八
年
）

（
17
） 

大
宰
府
政
庁
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
中
心
建
物
の
前
面
に
東
西
二
棟
ず
つ

の
脇
建
物
が
あ
る
。

（
18
） 

佐
藤
信
監
修
・
朝
野
群
載
研
究
会
編
『
朝
野
群
載
巻
二
十
二
校
訂
と
註
釈
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。
こ
の
ほ
か
、
本
節
で
論
ず
る
国
の
政
務
に
つ
い
て
は
、

土
田
直
鎮
「
国
司
の
任
国
下
向
と
総
社
」（『
古
代
の
武
蔵
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
四
年
）、
森
公
章
『
平
安
時
代
の
国
司
の
赴
任　
『
時
範
記
』
を
よ
む
』（
臨

川
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
19
） 
佐
藤
信
「
序
」（
佐
藤
信
監
修
・
朝
野
群
載
研
究
会
編
『
朝
野
群
載
巻
二
十
二
校
訂

と
註
釈
』
前
掲
註
18
）

（
20
） 

鐘
江
宏
之
「
平
安
時
代
の
「
国
」
と
「
館
」」（
佐
藤
信
・
五
味
文
彦
編
『
城
と
館
を

掘
る
・
読
む
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
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（
21
） 

牛
山
佳
幸
『【
小
さ
き
社
】
の
列
島
史
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
22
） 
佐
藤
泰
弘
「
倉
印
と
受
領
の
執
印
」（『
日
本
中
世
の
黎
明
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
〇
一
年
、
初
発
表
一
九
九
六
年
）、
市
大
樹
「
国
司
任
符
に
関
す
る
基
礎

的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
、
一
九
九
八
年
）、
生
島
修
平
・
染
井
千
佳
・
森

公
章
「『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
二
「
国
務
条
々
」
校
訂
文
（
案
）
と
略
註
」（『
白
山

史
学
』
四
六
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

（
23
） 

実
際
は
「
鎰
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
来
は
別
の
字
で
あ
り
、
カ
ギ
の

意
を
持
つ
の
は
「
鑰
」
で
あ
る
。

（
24
） 

古
尾
谷
知
浩
「
中
央
保
管
官
司
に
お
け
る
カ
ギ
の
管
理
」（『
律
令
国
家
と
天
皇
家
産

機
構
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
発
表
一
九
九
四
年
）

（
25
） 

な
お
、
郡
庁
に
も
「
公
文
屋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
長
元
三
年
（
一
〇
三

〇
）「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」（
九
條
家
本
延
喜
式
紙
背
文
書
、
平
安
遺
文
四
六
〇
九

号
文
書
、『
群
馬
県
史
』
資
料
編
四
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。

（
26
） 

直
接
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
央
の
内
蔵
寮
の
鑰
請
進
時
で

も
似
た
状
況
が
み
ら
れ
る
。
内
蔵
寮
が
カ
ギ
を
内
裏
か
ら
持
ち
出
す
際
、
申
請
の
奏

上
は
行
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
天
皇
も
許
可
を
す
る
と
い
う
行
為
は
し
な
い
。
内
蔵
寮

は
外
部
か
ら
カ
ギ
を
請
い
受
け
る
立
場
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
側
で
、
天
皇

の
命
に
よ
っ
て
出
給
を
行
う
立
場
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
天
皇
が
許
可
を
与
え
る

と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
尾
谷
知
浩
「
中
央
保
管
官
司
に
お
け

る
カ
ギ
の
管
理
」（
前
掲
註
24
）
を
参
照
。

（
27
） 

橋
本
義
則
「
外
記
政
の
成
立
」（『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
五

年
、
初
発
表
一
九
八
一
年
）、
吉
川
真
司
「
申
文
刺
文
考
」（『
律
令
官
僚
制
の
研

究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
発
表
一
九
九
四
年
）、
吉
川
真
司
「
外
印
請
印

考
」（
同
前
、
初
発
表
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
28
） 

吉
川
真
司
「
外
印
請
印
考
」（
前
掲
註
27
）

（
29
） 

吉
川
真
司
「
申
文
刺
文
考
」（
前
掲
註
27
）

（
30
） 

な
お
、
八
世
紀
に
お
け
る
外
印
の
保
管
場
所
は
史
料
的
明
証
は
な
い
。
時
代
は
降
る

が
、『
江
家
次
第
』
一
八
結
政
請
印
に
は
、「
先
少
納
言
率
㍼外
記
弁
史
生
等
㊥
向
㍼外

記
文
殿
㊥
令
㍾出
㍾印
。」
と
あ
り
、
ま
た
、『
本
朝
世
紀
』
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）

正
月
一
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
外
記
庁
の
修
造
に
よ
り
、
外
印
を
官
文
殿
に
移
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
院
政
期
に
は
、
外
印
は
外
記
文
殿
に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
31
） 

現
実
に
存
在
し
た
国
の
施
設
と
し
て
、
公
文
の
読
申
お
よ
び
判
の
み
を
行
う
場
と
、

捺
印
を
行
う
場
、
あ
る
い
は
朝
拝
を
行
う
場
と
判
・
捺
印
を
行
う
場
が
分
化
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
枢
と
な
る
区
画
が
二

つ
東
西
に
並
ん
で
い
る
近
江
国
や
伊
勢
国
の
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
両
施
設
は
い
ず
れ
も
「
庁
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
庁
」
と

「
曹
司
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

 

　

ま
た
、
令
が
想
定
す
る
あ
り
方
と
し
て
は
、「
庁
」
は
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
朝

拝
、
判
・
捺
印
は
同
じ
場
で
行
う
の
が
建
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
） 

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
議
論
し
た
の
は
施
設
の
機
能
の
問
題
で
あ
っ
て
、
国
の
「
庁
」

の
建
物
配
置
の
祖
型
が
宮
都
の
「
曹
司
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
、
改
め

て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
阿
部
義
平
は
、〈
国
庁
〉
の
建
物
配
置
に
つ
い

て
、
平
城
宮
の
い
わ
ゆ
る
塼
積
基
壇
建
物
を
有
す
る
官
衙
を
〈
太
政
官
院
〉
と
み

て
、
特
に
そ
の
下
層
遺
構
と
対
比
し
て
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
阿
部
義
平
「
国

庁
の
類
型
に
つ
い
て
」〈
前
掲
註
４
〉）。
用
語
の
面
で
、「
太
政
官
院
」
は
十
二
堂
の

朝
堂
院
を
指
す
か
ら
、
阿
部
の
い
う
〈
太
政
官
院
〉
は
「
太
政
官
曹
司
」
と
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
塼
積
基
壇
建
物
の
官
衙
が
本
当
に
太
政
官
の
曹
司
と
し
て
良
い
か

ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
の
「
庁
」
と
宮
都
の
「
曹
司
」
を
対
応
さ
せ

た
こ
と
は
卓
見
と
思
わ
れ
る
。
塼
積
基
壇
官
衙
上
層
遺
構
の
中
心
建
物
の
左
右
に
、

総
柱
建
物
が
あ
る
こ
と
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
馬
場
基
氏
か
ら
示
唆
を
受
け
た
）

も
、
国
の
「
庁
」
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮

都
の
「
曹
司
」
と
対
応
さ
せ
る
に
し
て
も
、
太
政
官
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。

（
33
） 

側
柱
建
物
に
床
を
張
っ
て
文
書
（
典
籍
）
保
管
庫
と
し
た
例
と
し
て
、
平
安
宮
内
裏

の
校
書
殿
が
あ
る
。
校
書
殿
に
は
累
代
の
書
物
を
保
管
し
て
あ
っ
た
が
、
そ
の
身
舎

は
、
南
と
北
の
区
画
が
塗
籠
で
、
ま
た
中
央
が
納
殿
と
さ
れ
て
い
た
（
総
柱
建
物
で

は
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
双
倉
と
は
異
な
る
が
、
似
た
形
に
な
る
）。『
年
中
行
事
絵

巻
』
御
齋
会
右
近
陣
饗
の
部
分
を
み
る
と
、
床
が
張
ら
れ
、
校
書
殿
の
身
舎
部
分
は
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国
の「
庁
」と
ク
ラ（
古
尾
谷
）

白
壁
と
な
っ
て
お
り
、
塗
籠
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の

東
庇
が
右
近
陣
座
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
饗
宴
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
同
一
の

建
物
の
内
部
が
仕
切
ら
れ
て
、
倉
と
し
て
も
別
の
用
途
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た

例
で
も
あ
る
。
な
お
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
朝
堂
」
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
施

設
を
有
し
た
形
跡
は
な
い
。

（
34
） 

山
中
敏
史
「
床
束
建
物
と
床
束
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
古
代
の
官
衙
遺
跡
Ⅱ

遺
物
・
遺
跡
編
』
二
〇
〇
四
年
）

（
35
） 

古
尾
谷
知
浩
「
奈
良
時
代
の
木
工
に
お
け
る
都
鄙
間
技
術
交
流
」（『
名
古
屋
大
学
文

学
部
研
究
論
集
』
一
八
五
、
二
〇
一
六
年
）
も
参
照
。

（
36
） 

中
央
官
司
の
「
所
」
に
お
け
る
政
務
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、

平
城
宮
造
酒
司
南
宮
内
道
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
一
六
〇
〇
か
ら
出
土
し
た
、
藤
原
乙
牟

漏
の
皇
后
宮
職
に
関
わ
る
木
簡
が
あ
る
。
古
尾
谷
知
浩
「
食
料
支
給
事
務
と
四
等

官
・
雑
任
」（『
律
令
国
家
と
天
皇
家
産
機
構
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
発
表
二

〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
37
） 

福
山
敏
男
「
東
大
寺
の
諸
倉
と
正
倉
院
宝
庫
」（『
日
本
建
築
史
研
究
』
墨
水
書
房
、

一
九
六
八
年
、
初
発
表
一
九
四
七
年
）

（
38
） 

大
同
二
年
（
八
〇
七
）
八
月
「
西
行
南
第
二
倉
公
文
下
帳
」（
正
倉
院
古
文
書
続
々

修
第
四
四
帙
第
一
一
巻
、『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
付
録
五
五
頁
）

キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
本
古
代
、
国
庁
、
庫
、
印
、
鑰

87

十
五



名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
史
学
）

88

十
六

Abstract

Provincial Offices and Storages in Ancient Japan

FURUOYA Tomohiro

 This paper aims to investigate structure and function of provincial offices in ancient Japan. There 
were storages of official documents and the stamp in provincial office. Provincial supervisors gave 
thire approvals about administrative matters and put the stamp on documents in provincial office. 
The key of the storage was under control of only the director of provincial supervisors and was the 
symbol of his rule.

Keywords: Ancient Japan, Provincial office, Storage, Stamp, Key


